
４－１．人事評価システムの取組状況（教諭等に対する評価）（令和７年１０月１日現在）
Ⅰ　教諭等（管理職（校長、副校長、教頭）を除く教育職員）に対する評価

1 北海道 ○ ○評価の結果に基づいて昇給区分を決定する。 ○評価の結果に基づいて成績区分・成績率を決定する。 ○ ○ ○

2 青森県 ○
○前年度の能力評価結果及び業績評価結果を、当年度の昇
給に反映

○前年度の業績評価結果を、当年度６月及び１２月の勤勉手
当に反映

○

3 岩手県 ○昇給幅の決定に評価結果を活用している。 ○勤勉手当の成績率の決定に評価結果を活用している。 ○

4 宮城県 ○
○前年度の能力評価結果，最終業績評価結果及び当年度の
中間業績評価結果を昇給に反映

○前年度の最終業績評価結果を6月勤勉手当に，当年度の
中間業績評価を12月勤勉手当に反映

○

5 秋田県 ○ ○ ○ ○ ○

6 山形県 ○評価結果を昇給に反映。 ○評価結果を勤勉手当の成績率に反映。

7 福島県 ○ ○評価結果を昇給に反映 ○評価結果を６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ ○ ○

8 茨城県 ○
○前年度の達成度の評価（業績評価）結果と能力面の評価
（能力評価）結果を、当年度の昇給に反映

○前年度の達成度の評価(業績評価）結果を、当年度の勤勉
手当6月、12月に反映

○ ○

9 栃木県 ○ ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○ ○ ○

10 群馬県
○前年度の評価結果を当年度の昇給に反映し、昇給号給に
差をつけている。

○前年度の評価結果を基に、上位・中位・下位の区分に分
け、成績率に差をつけている。

○

11 埼玉県 ○ ○評価結果を基礎として翌年度の昇給に反映。
○評価結果を基礎として翌年度の勤勉手当の成績率に反
映。

○

12 千葉県 ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○

13 東京都 ○ ○昇給号給に差をつけている。（６号給から昇給なしまで。）
○業績評価の結果に基づき、成績率の段階（教育監督職（暫
定再任用を除く。）は４段階、それ以外の職員は３段階）を決
定し、勤勉手当に反映している。

○ ○ ○

14 神奈川県 ○
○総合評価決定のための要素のひとつ。昇給の上位区分は
総合評価上位の者の中から処遇

○勤勉手当成績率の上位区分は最終評価の上位の者の中
から処遇

〇

15 新潟県 ○
○評価結果を昇給・勤勉手当における上位区分の該当者を
推薦する際の判断材料の一つとして活用

○評価結果を昇給・勤勉手当における上位区分の該当者を
推薦する際の判断材料の一つとして活用

○ ○ ○

16 富山県 ○
○評価結果を昇給・勤勉手当における上位・下位区分の該当
者の決定に活用している。

○評価結果を昇給・勤勉手当における上位・下位区分の該当
者の決定に活用している。

○ ○ ○ ○

17 石川県 ○ ○評価結果を昇給に反映。
○人員配分率に応じて「特に優秀」「優秀」「良好」「劣る」「非
常に劣る」の5段階に区分し、成績率に反映させている。

○ ○ ○ ○

18 福井県
○当該年度（前年度）の1年間（4月～3月）の総合評価を反
映。評価区分により、昇給号給数が異なる。

○業績評価によって、「優秀」「標準」「不良」に分け、成績率
に差をつける。「優秀」の成績率は年度によって異なる。

19 山梨県 ○評価結果を基礎として当該年度の昇給に反映。
○評価結果を基礎として翌年度の勤勉手当の成績率に反
映。

○

20 長野県 ○補助シートを作成し、査定昇給の際の判断材料とする。
○評価支援シートの評価結果を評価集計票に転記し、その
総合評価結果を勤勉手当成績率の判断材料とする。

○

21 岐阜県 ○ ○能力評価の結果を昇給に反映 ○業績評価の結果を勤勉手当の成績率に反映 ○ ○ ○

22 静岡県 ○
○評価結果を基礎として翌年度の昇給に反映。（令和４年度
評価から活用）

○前期評価の評価結果は当該年度の12月期に、後期評価の
評価結果を翌年度の６月期の勤勉手当の成績率に反映

〇 ○ ○ 〇

23 愛知県 ○

24 三重県 ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○

25 滋賀県 ○前後期の結果を総合的に翌年度の昇給に反映
○前期評価の評価結果を当該年度の12月期、後期評価の評
価結果を翌年度の６月期の勤勉手当の成績率に反映

26 京都府
○評価結果や評価に係るプロセスで得た情報等を参考に評
価を実施し、昇給の決定の際に活用

○評価結果や評価に係るプロセスで得た情報等を参考に評
価を実施し、勤勉手当の支給の決定の際に活用

〇

27 大阪府 ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ 〇

28 兵庫県 ○

○評価結果が下位評価で、かつ一定の指導を行った上でな
お改善が見られず、勤務状況に著しく問題がある者等、勤務
成績が良好でない者に対し、昇給抑制、勤勉手当成績率の
低減など給与上の措置を行っている。

○評価結果が下位評価で、かつ一定の指導を行った上でな
お改善が見られず、勤務状況に著しく問題がある者等、勤務
成績が良好でない者に対し、昇給抑制、勤勉手当成績率の
低減など給与上の措置を行っている。

○ ○

29 奈良県 ○前年度の評価を次年度の昇給率に反映。 ○評価結果に応じて成績率を調整する。

30 和歌山県
○前年度の評価結果を翌年度の給与決定の参考資料として
活用する。

○基準日（６月１日・１２月１日）以前における直近の実績評定を ○ ○ ○

31 鳥取県 ○
○評価結果等を参照し実施する表彰や認定等の実績を基に
昇給区分を決定する。

○評価結果等を参照し実施する勤務実績評定により勤勉手
当の成績率を決定する。

○ ○ ○

32 島根県 ○ ○評価結果を翌年度の昇給に反映 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映 ○ ○ ○

33 岡山県 ○

○勤務評価から、昇給の区分を決定するための評価点を算
出

(1) 勤務評価結果（評定）を数値化する。（G→5、A→4、B
→3、C→2、D→1）

(2) 能力・意欲の職務分類ごと及び自己申告による目標管
理の成果それぞれで、平均値を求める。

(3) (2)で求めた平均値に重み付けを行い、評価点Ⅰ（昇給
に活用）を算出する。

(4) ①評価点順に、約10%を第１グループ、約30%を第２グ
ループとしてグルーピングを行う。② 第１グループの者から最
上位を選定し、それ以外の第１グループの者を上位区分とす
る。③ 第２グループの者から残りの上位を選定する。最上位
及び上位の区分を決定する。

能力・意欲と目標管理の比率は、評価点Ⅰ（昇給）は１：０

○勤務評価から、勤勉手当の区分を決定するための評価点
を算出

(1) 勤務評価結果（評定）を数値化する。（G→5、A→4、B
→3、C→2、D→1）

(2) 能力・意欲の職務分類ごと及び自己申告による目標管
理の成果それぞれで、平均値を求める。

(3) (2)で求めた平均値に重み付けを行い、評価点Ⅱ（勤勉
手当に活用）を算出する。

(4) ①評価点順に、約10%を第１グループ、約30%を第２グ
ループとしてグルーピングを行う。② 第１グループの者から最
上位を選定し、それ以外の第１グループの者を上位区分とす
る。③ 第２グループの者から残りの上位を選定する。最上位
及び上位の区分を決定する。
能力・意欲と目標管理の比率は、評価点Ⅱ（勤勉手当）は２：１

○

34 広島県 ○
〇能力評価の結果が全５区分のうち上位２区分で，かつ業績
評価の結果が全５区分のうち上位３区分である者の中から査
定昇給の対象者を決定する。

〇業績評価の結果が全５区分のうち上位３区分である者の中
から査定勤勉の対象者を決定する。

○ ○ ○

35 山口県 ○ ○能力評価結果を翌年度の１月の昇給に反映させる。
○4月～9月までの前期業績評価を12月期勤勉手当に、10月
～3月までの後期業績評価を6月期勤勉手当に反映させる。

○ ○ ○

36 徳島県 ○
○人事評価において上位の評価（S,A)を付与された者と功績
表彰や勤務成績優秀によって昇給する者との整合性を図るよ
う指導している。

○人事評価において上位の評価（S,A)を付与された者と功績
表彰や勤務成績優秀によって勤勉手当が加算される者との
整合性を図るよう指導している。

○ ○ ○ ○

37 香川県 ○

○昇給日（１月１日）以前における直近の勤務評定を活用。
　職務を監督する地位にある者の証明を得て、「極めて良好」
「特に良好」「良好」「やや良好でない」「良好でない」の５段階
に区分し、昇給の号給数に反映。

○基準日（６月１日・１２月１日）以前における直近の実績評定
を活用。

職務を監督する地位にある者の証明を得て、「特に優秀」
「優秀」「良好」「良好でない」の４段階に区分し、成績率に反
映。

○ ○ ○

38 愛媛県 ○ ○昇給幅の決定に評価結果を活用している。 ○勤勉手当の成績率の決定に評価結果を活用している。 ○

１　人事評価の結果の活用

都道府県
指定都市

(1)評価結果の活用分野等

③勤勉手当②昇給・降給
④免職・降

任
①昇任 ⑤配置転換

⑦人材育
成・能力開
発・資質向

上

⑥研修
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39 高知県 ○

○人事評価における評点を職階・職種・ステージ（経験年数に
よる）に応じたウエイトを乗じて、昇給区分決定のためのウエイ
ト付き評点を算出する。
　算出した評点について、昇給区分Ⅰ～Ⅴ（5区分）の決定に
係る評点の水準（昇給区分Ⅰ～Ⅴの目安となる評点の範囲を
設定）を目安として昇給区分を決定する。
（昇給区分の決定に当たっては、業績評価（成果）、その他の
評価（意欲・態度）も合わせて判断する。）

○評価区分の内申において、人事評価を踏まえ判定してい
る。

40 福岡県 ○
○総合評価の評点を高い順に並べ替え、４つの成績区分に
分け、成績区分に応じて翌年度の昇給に反映。

○総合評価の評点を高い順に並べ替え、４つの成績区分に
分け、成績区分に応じて翌年度の６月・１２月の勤勉手当の成
績率に反映。

○ ○ ○ ◯

41 佐賀県 ○

○被評価者の自己申告を基にして、業務を遂行するなかで発
揮された能力をもとに、能力評価表の評定要素ごと及び総合
評価を【評価基準】に基づいて、Ｓ～Ｃの５段階の評定を行
い、昇給時に反映

〇評価期間を上期、下期とし、その業績評価を反映。業績評
価の結果を５区分に振り分け、上位２区分である者について、
６月・１２月の勤勉手当の成績率に反映

○ ○ ○ ○

42 長崎県 ○
○能力評価(ＳＳからＣの５段階）の全ての評価結果を次年度
に反映

○業績評価(ＳＳからＣの５段階）の全ての評価結果を次年度
に反映

○ ○ ○ ○

43 熊本県 ○

○直近２回の業績評価と直近１回の能力評価（いずれもＳから
Ｄの５段階評価）の結果を基に、上位グループを決定し、公務
貢献が顕著であると認められる職員は、上位昇給区分（Ａ又
はＢ）を適用する。３回の人事評価結果でＣ又はＤがあった職
員のうち、勤務成績が「やや良好でない」とされた職員はＤ、
「良好でない」とされた職員はＥの昇給区分を適用する。（昇
給区分はＡからＥの５段階）

○直近１回の業績評価（ＳからＤの５段階評価）の結果がＳ又
はＡであった職員の中から上位成績区分（「特に優秀」が５％
程度、「優秀」が２５％程度）の対象者を決定する。下位成績
区分については、業績評価の結果がＣの場合は「やや良好で
ない」、Ｄの場合は「良好でない」の成績区分に決定する。

○ ○ ○

44 大分県 ○

○能力評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち下位となる
「Ｃ」又は「Ｄ」となり、特別支援プログラムが適用された場合、
昇給号数の調整を行う。
○主幹教諭、指導教諭について、能力評価の結果が、５段階
評価ＳからＤのうち最上位となる「Ｓ」評価の概ね５％、「Ｓ」又
は「Ａ」評価の概ね３０％を、昇給号数の調整を行う。
○教諭、養護教諭、栄養教諭について、能力評価の結果が、
５段階評価ＳからＤのうち最上位となる「Ｓ」評価の概ね５％、
「Ｓ」又は「Ａ」評価の概ね３０％を、昇給号数の調整を行う。

○業績評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち最上位となる
「Ｓ」評価の概ね５％、「Ｓ」又は「Ａ」評価の概ね２５％を、他の
教職員とは別の支給割合を適用する。
○業績評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち下位となる
「Ｃ」又は「Ｄ］となった場合、勤勉手当について、他の教職員
とは別の支給割合を適用する。

○ ○ ○

45 宮崎県 ○ ○令和元年度から査定昇給に反映 ○令和元年度から査定昇給に反映 ○ ○

46 鹿児島県 ○ 〇能力評価を昇給に反映する。
〇前期業績評価を12月勤勉手当に，後期業績評価を６月勤
勉手当に反映する。

○

47 沖縄県 ○

○前年度の能力評価結果を今年度の昇給に反映。昇給区分
Ａ：７号給以上、Ｂ：５号給、Ｃ：４号給、Ｄ：２号給、Ｅ：０号級で
付与。ただし、昇給区分Ａ･Ｂにおいて、人員分布率５％以内・
３０％以内の枠で調整する。

○前年度の業績評価結果を今年度６月及び１２月の勤勉手
当に反映。評価結果の上位評価者を人員分布率５％程度・２
５％程度の枠で「極めて良好」、「特に良好」に区分し、勤勉手
当の高い成績率を適用する。

○ ○ ○

48 札幌市

○前年度の能力評価及び業績評価（前期・後期）で付した全
体評語に応じて定める昇給評語の順位に従い、昇給評語が
上位の者から、昇給区分上位を割り当てていく。
　また、昇給評語が下位の者は、昇給区分も下位となる。

○業績評価（6月は前年度後期、12月は当年度前期を使用）
で付した全体評語の順位に従い、　全体評語が上位の者か
ら、勤勉手当の成績区分上位を割り当てていく。
　また、全体評語が下位の者は、勤勉手当の成績区分も下位
となる。

○ ○

49 仙台市

○能力評価がS又はAの職員に対して局内調整を行い、上位
となった（10％以内）職員について、評価実施の翌年1月の昇
給時に標準号俸数に、職員区分ごとに定められた一定数の
教職員に対して加算。能力評価がC又はDとなった職員につ
いては減算。

○業績評価の局内調整を行い、上位となった（25％以内）職
員について、評価実施の翌年度の6月及び12月の勤勉手当
支給時に標準の成績率に一定の月数を加算。業績評価がC
又はDとなった職員については減算。

○ ○

50 さいたま市

○人事評価結果の評語がＳ又はＡの者のうち勤務成績が特
に良好である者は「昇給区分Ｂ」、評語がＣの者は「昇給区分
Ｄ」、評語がＤの者は「昇給区分Ｅ」、それ以外の者は「昇給区
分C」とする。

○基準日の属する年度の前年度の人事評価による評定に基
づき、６月・１２月の勤勉手当を決定する。

○

51 千葉市 ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○

52 川崎市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ◯

53 横浜市 ○
○勤務実績評価を昇給区分決定に活用（経年の人事評価結
果の蓄積により、上位昇給が決定する）

○前期評価（4月～９月）の業務実績評価を12月期勤勉手当
に、後期評価（10月～３月）の業務実績評価を6月期勤勉手当
に反映させる。

○

54 相模原市
○前期評価（4月～9月）及び後期評価（10月～３月）を次年度
の4月1日の昇給に反映させる。

○前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後
期評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映さ
せる。

○ 〇

55 新潟市
○前年度の後期、当該年度の前期の能力態度評価と業績評
価を、昇給等に反映する。

○前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後
期評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映さ
せる。

○

56 静岡市 〇 ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映予定 ○前年度の評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。

57 浜松市
○前年度の後期、当該年度の前期の職務評価を１月１日の昇
給に反映させる。

○前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後
期評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映さ
せる。

○ ○ ○

58 名古屋市 ○前年度の評価結果（評語）を翌年度の昇給区分に反映
○前年度の評価結果（評語）を翌年度６月・１２月の勤勉手当
に反映

○

59 京都市
○当該年度の1年間（4月～3月）の成績評価を反映。評価区
分により、昇給号給数が異なる。

○4月～9月までの成績評価を12月期勤勉手当に、10月～3
月までの成績評価を6月期勤勉手当に反映させる。評価区分
により、成績率が異なる。

○ ○

60 大阪市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○

61 堺市 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○

62 神戸市 ○
○※人事評価結果のみによるものではなく、研修の修了や出
勤状況などの客観的な状況も併せて勘案し、決定

○評価結果を翌年度の勤勉手当（6月・12月）に反映させる。 ○ ○ ○ ○

63 岡山市 ○ ○評価結果を昇給決定の参考としている。 ○評価結果を勤勉手当の成績率決定の参考としている。

64 広島市 ○
○判定期間内における勤務成績の上位区分者決定の参考資
料として活用している。

○判定期間内における勤務成績の上位区分者決定の参考資
料として活用している。

○ ○ ○ ○

65 北九州市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映
○主幹教諭、指導教諭、55歳以上又は大卒30年以上の教諭
については、前年度の評価結果を６月・１２月の勤勉手当に反
映

○ ○

66 福岡市 ○評価結果を昇給区分に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○

67 熊本市 ○ ○ ○

42県市 63県市 63県市 23県市 24県市 32県市 53県市

41県市 60県市 61県市 23県市 24県市 32県市 53県市

41県市 60県市 60県市 23県市 24県市 32県市 50県市
（参考）

令和5年10月1日現在
合計（県市数）

合計（県市数）

（参考）
令和6年10月1日現在

合計（県市数）



４－１．人事評価システムの取組状況（教諭等に対する評価）（令和７年１０月１日現在）
Ⅰ　教諭等（管理職（校長、副校長、教頭）を除く教育職員）に対する評価

ア 他の
制度で実
施のため

イ 試行
実施の段
階のため

ウ 苦情
処理の制
度等が未
整備のた
め

エ 検討
中

オ その他
ア 他の
制度で実
施のため

イ 試行
実施の段
階のため

ウ 苦情
処理の制
度等が未
整備のた
め

エ 検討
中

オ その他
ア 他の
制度で実
施のため

イ 試行
実施の段
階のため

ウ 苦情
処理の制
度等が未
整備のた
め

エ 検討
中

オ その他
ア 他の
制度で実
施のため

イ 試行
実施の段
階のため

ウ 苦情
処理の制
度等が未
整備のた
め

エ 検討
中

オ その他

1 北海道

2 青森県 ○

3 岩手県 ○ ○

4 宮城県 ○

5 秋田県 ○ ○

6 山形県 ○ ○

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県 ○

10 群馬県 〇 ○

11 埼玉県 ○

12 千葉県 ○ ○

13 東京都 ○

14 神奈川県 ○

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

18 福井県 ○ ○

19 山梨県 ○ ○

20 長野県 ○ ○

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県 ○ ○ ○ ○

24 三重県 ○ ○

25 滋賀県 ○ ○

26 京都府 ○ ○

27 大阪府 ○

28 兵庫県 ○

29 奈良県 ○ ○

30 和歌山県 ○

31 鳥取県 ○

32 島根県

33 岡山県 ○

34 広島県 ○

35 山口県

36 徳島県

37 香川県 ○

38 愛媛県 ○

39 高知県 ○

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県 ○

44 大分県

45 宮崎県 ○

46 鹿児島県 ○

47 沖縄県

48 札幌市 ○ ○

49 仙台市 ○ ○

50 さいたま市 ○ ○

51 千葉市 ○ ○ ○

52 川崎市 ○

53 横浜市 ○

54 相模原市 ○ ○

55 新潟市 ○ ○

56 静岡市 ○

57 浜松市 ○ ○

58 名古屋市 ○ ○

59 京都市 ○

60 大阪市

61 堺市 ○ ○ ○

62 神戸市

63 岡山市 ○

64 広島市

65 北九州市 ○

66 福岡市 ○ ○

67 熊本市 ○ ○ ○

24県市 0県市 0県市 1県市 0県市 1県市 0県市 0県市 3県市 0県市 1県市 0県市 0県市 3県市 0県市 42県市 0県市 0県市 2県市 0県市

24県市 0県市 0県市 2県市 0県市 3県市 0県市 0県市 3県市 1県市 3県市 0県市 0県市 3県市 0県市 40県市 0県市 0県市 4県市 0県市

24県市 0県市 0県市 3県市 0県市 3県市 1県市 0県市 3県市 1県市 4県市 1県市 0県市 3県市 0県市 40県市 0県市 0県市 4県市 0県市

④免職・降任

都道府県
指定都市

(2)評価結果を活用していない理由

１　人事評価の結果の活用

（参考）
令和5年10月1日現在

合計（県市数）

合計（県市数）

①昇任 ②昇給・降給 ③勤勉手当

（参考）
令和6年10月1日現在

合計（県市数）



４－２．人事評価システムの取組状況（管理職に対する評価）（令和７年１０月１日現在）
Ⅱ　管理職（校長、副校長、教頭）に対する評価

1 北海道 ○ ○評価の結果に基づいて昇給区分を決定する。 ○評価の結果に基づいて成績区分・成績率を決定する。 ○ ○

2 青森県
○前年度の能力評価結果及び業績評価結果を、当年度の昇
給に反映

○前年度の業績評価結果を、当年度６月及び１２月の勤勉手
当に反映

○ 〇

3 岩手県 ○昇給幅の決定に評価結果を活用している。 ○勤勉手当の成績率の決定に評価結果を活用している。

4 宮城県 ○
○前年度の能力評価結果，最終業績評価結果及び当年度の
中間業績評価結果を昇給に反映

○前年度の最終業績評価結果を6月勤勉手当に，当年度の
中間業績評価を12月勤勉手当に反映

○ 〇

5 秋田県 ○ ○ ○ ○

6 山形県 ○評価結果を昇給に反映。 ○評価結果を勤勉手当の成績率に反映。 〇

7 福島県 ○ ○評価結果を昇給に反映 ○評価結果を６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ ○ ○

8 茨城県 ○
○前年度の達成度の評価（業績評価）結果と能力面の評価
（能力評価）結果を、当年度の昇給に反映

○前年度の達成度の評価(業績評価）結果を、当年度の勤勉
手当6月、12月に反映

○ ○ 〇

9 栃木県 ○ ○評価結果を、翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○ ○ ○ 〇

10 群馬県
○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映（昇給号給に差
をつけている）

○前年度の評価結果を基に、上位・中位・下位の区分に分
け、成績率に差をつけている。

○ 〇

11 埼玉県 ○ ○評価結果を基礎として翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を基礎として翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○ 〇

12 千葉県 ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○ 〇

13 東京都 ○ ○昇給号給に差をつけている。（６号級から昇給なしまで）
○業績評定の結果に基づき、５段階（暫定再任用は３段階）の
成績率の段階を決定し、勤勉手当に反映している。

○ ○

14 神奈川県 ○
○総合評価決定のための要素のひとつ。昇給の上位区分は
総合評価上位の者の中から処遇

○勤勉手当成績率の上位区分は最終評価の上位の者の中か
ら処遇

〇

15 新潟県 ○
○評価結果を昇給・勤勉手当における上位区分の該当者を
推薦する際の判断材料の一つとして活用

○同左 ○ ○ ○

16 富山県 ○
○評価結果を昇給・勤勉手当における上位・下位区分の該当
者の決定に活用している。

○同左 ○ ○ ○ ○ 〇

17 石川県 ○ ○評価結果を昇給に反映。
○人員配分率に応じて「特に優秀」「優秀」「良好」「劣る」「非
常に劣る」の5段階に区分し、成績率に反映させている。

○ ○ ○ ○

18 福井県
○当該年度（前年度）の1年間（4月～3月）の総合評価を反
映。評価区分により、昇給号給数が異なる。

○業績評価によって、「優秀」「標準」「不良」に分け、成績率に
差をつける。「優秀」の成績率は年度によって異なる。

○

19 山梨県 ○評価結果を基礎として当該年度の昇給に反映。 ○評価結果を基礎として翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○

20 長野県 ○補助シートを作成し、査定昇給の際の判断材料とする。
○評価支援シートの評価結果を評価集計票に転記し、その総
合評価結果を勤勉手当成績率の判断材料とする。

○

21 岐阜県 ○ ○能力評価の結果を昇給に反映 ○業績評価の結果を勤勉手当の成績率に反映 ○ ○ ○

22 静岡県 ○ ○評価結果を基礎として翌年度の昇給に反映。
○前期評価の評価結果は当該年度の12月期に、後期評価の
評価結果を翌年度の６月期の勤勉手当の成績率に反映

○ ○ ○ ○

23 愛知県
○校長、副校長、教頭、部主事については、評価結果を翌年
度の昇給に反映。

○校長、副校長、教頭、部主事については、評価結果を翌年
度の勤勉手当の成績率に反映。

○

24 三重県 ○

25 滋賀県 ○前後期の結果を総合的に翌年度の昇給に反映
○前期評価の評価結果を当該年度の12月期、後期評価の評
価結果を翌年度の６月期の勤勉手当の成績率に反映

26 京都府
○評価結果や評価に係るプロセスで得た情報等を参考に評
価を実施し、昇給の決定の際に活用

○評価結果や評価に係るプロセスで得た情報等を参考に評
価を実施し、勤勉手当の支給の決定の際に活用

〇

27 大阪府 ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ 〇 〇

28 兵庫県 ○

○評価結果が下位評価で、かつ一定の指導を行った上でな
お改善が見られず、勤務状況に著しく問題がある者等、勤務
成績が良好でない者に対し、昇給抑制、勤勉手当成績率の低
減など給与上の措置を行っている。

○評価結果が下位評価で、かつ一定の指導を行った上でな
お改善が見られず、勤務状況に著しく問題がある者等、勤務
成績が良好でない者に対し、昇給抑制、勤勉手当成績率の低
減など給与上の措置を行っている。

○ ○

29 奈良県 ○前年度の評価を次年度の昇給率に反映。 ○評価結果に応じて成績率を調整する。

30 和歌山県
○前年度の評価結果を翌年度の給与決定のための参考資料
として活用する。

○基準日（６月１日・１２月１日）以前における直近の実績評定
を活用

○ ○ 〇

31 鳥取県 ○ ○評価結果を基に昇給区分を決定する。
○評価結果等を参照し実施する勤務実績評定により勤勉手
当の成績率を決定する。

○ ○ ○ ○

32 島根県 ○ ○評価結果を翌年度の昇給に反映。 ○評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。 ○ ○ ○

33 岡山県 ○

○勤務評価から、昇給の区分を決定するための評価点を算出
　(1)　勤務評価結果（評定）を数値化する。（G→5、A→4、B→
3、C→2、D→1）
　(2)　能力・意欲の職務分類ごと及び自己申告による目標管
理の成果それぞれで、平均値を求める。
　(3)　(2)で求めた平均値に重み付けを行い、評価点Ⅰ（昇給
に活用）を算出する。
　(4)　評価点の順に、最上位及び上位の区分を決定する。
　管理職の能力評価と業績評価の比率は、評価点Ⅰ（昇給）
は6：3。

○勤務評価から、勤勉手当の区分を決定するための評価点を
算出
　(1)　勤務評価結果（評定）を数値化する。（G→5、A→4、B→
3、C→2、D→1）
　(2)　能力・意欲の職務分類ごと及び自己申告による目標管
理の成果それぞれで、平均値を求める。
　(3)　(2)で求めた平均値に重み付けを行い、評価点Ⅱ（勤勉
手当に活用）を算出する。
　(4)　評価点の順に、最上位及び上位の区分を決定する。
　管理職の能力評価と業績評価の比率は、評価点Ⅱ（勤勉手
当）は6：6。

○ 〇

34 広島県 ○
○能力評価及び業績評価の結果に基づき，県教育委員会が
査定昇給の上位区分該当者を決定する。

○業績評価の結果に基づき，県教育委員会が査定勤勉の上
位区分該当者を決定する。

○ ○ ○

35 山口県 ○
○評価結果を翌年度の１月の昇給に反映させる。
※各職務分類において「取組姿勢」「職務遂行能力」の観点か
ら評価し、その総合評価を反映させることとしている。

○評価結果を翌年度の６月と１２月の勤勉手当の成績率に反
映させる。
※各職務分類において「取組姿勢」「職務遂行能力」の観点か
ら評価し、その総合評価を反映させることとしている。

○ ○ ○

36 徳島県 ○
○人事評価において上位の評価（S,A)を付与された者と功績
表彰や勤務成績優秀によって昇給する者との整合性を図るよ
う指導している。

○人事評価において上位の評価（S,A)を付与された者と功績
表彰や勤務成績優秀によって勤勉手当が加算される者との整
合性を図るよう指導している。

○ ○ ○ ○

37 香川県 ○

○昇給日（１月１日）以前における直近の勤務評定を活用。
　職務を監督する地位にある者の証明を得て、「極めて良好」
「特に良好」「良好」「やや良好でない」「良好でない」の５段階
に区分し、昇給の号給数に反映。

○基準日（６月１日・１２月１日）以前における直近の実績評定
を活用。
　職務を監督する地位にある者の証明を得て、「特に優秀」
「優秀」「良好」「良好でない」の４段階に区分し、成績率に反
映。

○ ○ ○

38 愛媛県 ○ ○昇給幅の決定に評価結果を活用している。 ○勤勉手当の成績率の決定に評価結果を活用している。 ○ 〇

39 高知県 ○

○人事評価における評点を職階・職種・ステージ（経験年数に
よる）に応じたウエイトを乗じて、昇給区分決定のためのウエイ
ト付き評点を算出する。
　算出した評点について、昇給区分Ⅰ～Ⅴ（5区分）の決定に
係る評点の水準（昇給区分Ⅰ～Ⅴの目安となる評点の範囲を
設定）を目安として昇給区分を決定する。
（昇給区分の決定に当たっては、業績評価（成果）、その他の
評価（意欲・態度）も合わせて判断する。）

○評価区分の決定において、人事評価を踏まえ判定してい
る。

〇

40 福岡県 ○
○総合評価の評点を高い順に並べ替え、４つの成績区分に
分け、成績区分に応じて翌年度の昇給に反映。（校長を除
く。）

○総合評価の評点を高い順に並べ替え、４つの成績区分に
分け、成績区分に応じて翌年度の６月・１２月の勤勉手当の成
績率に反映。

○ ○ ○ ◯

2　学校における
働き方改革に資
する組織マネジメ
ントに関すること
を管理職の評価
項目に含めてい
るか

１　人事評価の結果の活用

③勤勉手当 ⑥研修
⑦人材育成・
能力開発・資

質向上
⑤配置転換①昇任 ④免職・降任②昇給・降給

都道府県
指定都市

(1)評価結果の活用分野等
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2　学校における
働き方改革に資
する組織マネジメ
ントに関すること
を管理職の評価
項目に含めてい
るか

１　人事評価の結果の活用

③勤勉手当 ⑥研修
⑦人材育成・
能力開発・資

質向上
⑤配置転換①昇任 ④免職・降任②昇給・降給

都道府県
指定都市

(1)評価結果の活用分野等

41 佐賀県 ○

○被評価者の自己申告を基にして、業務を遂行するなかで発
揮された能力をもとに、能力評価表の評定要素ごと及び総合
評価を【評価基準】に基づいて、Ｓ～Ｃの５段階の評定を行い、
昇給時に反映

〇評価期間を上期、下期とし、その業績評価を反映。業績評
価の結果を６区分に振り分け、６月・１２月の勤勉手当の成績
率に反映。
（令和５年度より５区分から６区分へ変更）

○ ○ ○ ○

42 長崎県 ○
〇能力評価(ＳＳからＣの５段階）の全ての評価結果を次年度
に反映

〇業績評価(ＳＳからＣの５段階）の全ての評価結果を次年度
に反映

○ ○ ○ ○

43 熊本県 ○

○直近２回の業績評価と直近１回の能力評価（いずれもＳから
Ｄの５段階評価）の結果を基に、上位グループを決定し、公務
貢献が顕著であると認められる職員は、上位昇給区分（Ａ又は
Ｂ）を適用する。３回の人事評価結果でＣ又はＤがあった職員
のうち、勤務成績が「やや良好でない」とされた職員はＤ、「良
好でない」とされた職員はＥの昇給区分を適用する。（昇給区
分はＡからＥの５段階）

○直近１回の業績評価（ＳからＤの５段階評価）の結果がＳ又
はＡであった職員の中から上位成績区分（「特に優秀」が５％
程度、「優秀」が２５％程度）の対象者を決定する。下位成績区
分については、業績評価の結果がＣの場合は「やや良好でな
い」、Ｄの場合は「良好でない」の成績区分に決定する。

○ ○ ○ 〇

44 大分県 ○

○能力評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち下位となる
「Ｃ」又は「Ｄ」となり、特別支援プログラムが適用された場合、
昇給号数の調整を行う。
○能力評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち最上位となる
「Ｓ」評価の概ね１０％、「Ｓ」又は「Ａ」評価の概ね３０％につい
て昇給号数の調整を行う。

○業績評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち最上位となる
「Ｓ」評価の概ね５％、「Ｓ」又は「Ａ」評価の概ね２５％を、他の
教職員とは別の支給割合を適用する。
○業績評価の結果が、５段階評価ＳからＤのうち下位となる
「Ｃ」又は「Ｄ］となった場合、勤勉手当について、他の教職員と
は別の支給割合を適用する。

○ ○ ○

45 宮崎県 ○ ○平成30年度から査定昇給に反映 ○平成30年度から勤勉手当に反映 ○ ○

46 鹿児島県 ○ 〇能力評価を昇給に反映する。
〇前期業績評価を12月勤勉手当に，後期業績評価を６月勤
勉手当に反映する。

○ 〇

47 沖縄県 ○

○前年度の能力評価結果を今年度の昇給に反映。昇給区分
Ａ：８号給、Ｂ：６号給、Ｃ：３号給、Ｄ：２号給、Ｅ：０号級で付与。
ただし、昇給区分Ａ･Ｂにおいて、人員分布率１０％以内・３０％
以内の枠で調整する。

○前年度の業績評価結果を今年度６月及び１２月の勤勉手当
に反映。評価結果の上位評価者を人員分布率５％程度・２５％
程度の枠で「極めて良好」、「特に良好」に区分し、勤勉手当の
高い成績率を適用する。

○ ○ ○

48 札幌市

○前年度の能力評価及び業績評価（前期・後期）で付した全
体評語に応じて定める昇給評語の順位に従い、昇給評語が
上位の者から、昇給区分上位を割り当てていく。

また、昇給評語が下位の者は、昇給区分も下位となる。

○業績評価（6月は前年度後期、12月は当年度前期を使用）
で付した全体評語の順位に従い、　全体評語が上位の者か
ら、勤勉手当の成績区分上位を割り当てていく。

また、全体評語が下位の者は、勤勉手当の成績区分も下位
となる。

○

49 仙台市

○能力評価がS又はAの職員に対して局内調整を行い、上位
となった（20％以内）職員について、評価実施の翌年1月の昇
給時に標準号俸数に、職員区分ごとに定められた一定数の教
職員に対して加算。能力評価がC又はDとなった職員につい
ては減算。

○業績評価がS又はAの職員に対して局内調整を行い、それ
ぞれ上位となった（S：10％以内、A：30％以内）職員について、
評価実施の翌年度の6月及び12月の勤勉手当支給時に標準
の成績率に一定の月数を加算。業績評価がC又はDとなった
職員については減算。

○ ○

50 さいたま市

○人事評価結果の評語がＳ又はＡの者のうち勤務成績が特に
良好である者は「昇給区分Ｂ」、評語がＣの者は「昇給区分
Ｄ」、評語がＤの者は「昇給区分Ｅ」、それ以外の者は「昇給区
分C」とする。

○基準日の属する年度の前年度の人事評価による評定に基
づき、６月・１２月の勤勉手当を決定する。

○

51 千葉市 ○当該年度の評価結果が、次年度の昇給に反映
○前年度の評価結果とは別に、成績効果のウエイトを高く調
整した成績率区分の決定を行う。この成績率区分により勤勉
手当の成績率とする。

○

52 川崎市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ 〇

53 横浜市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度に活用
○４～９月の業務実績評価を12月勤勉手当に、10～３月の業
務実績評価を６月勤勉手当に活用

○

54 相模原市
○前期評価（4月～9月）及び後期評価（10月～３月）を次年度
の4月1日の昇給に反映させる。

前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後期
評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映させ
る。

〇 〇

55 新潟市
○前年度の後期、当該年度の前期の能力態度評価と業績評
価を、昇給等に反映する。

○前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後
期評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映させ
る。

○ ○

56 静岡市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度の勤勉手当の成績率に反映。

57 浜松市
○前年度の後期、当該年度の前期の職務評価を昇給に反映
する。

○前期評価（4月～９月）の業績評価を12月期勤勉手当に、後
期評価（10月～３月）の業績評価を6月期勤勉手当に反映させ
る。

○ ○ ○

58 名古屋市 ○前年度の評価結果（評語）を翌年度の昇給区分に反映
○前年度の評価結果（評語）を翌年度６月・１２月の勤勉手当
に反映

○ 〇

59 京都市
○当該年度の1年間（4月～3月）の成績評価を反映。評価区
分により、昇給号給数が異なる。

○4月～9月までの成績評価を12月期勤勉手当に、10月～3
月までの成績評価を6月期勤勉手当に反映させる。評価区分
により、成績率が異なる。

○ ○ 〇

60 大阪市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ 〇

61 堺市 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ ○

62 神戸市 ○

○※校長・副校長については、人事評価結果をもとに相対化
したうえで昇給区分を決定する。教頭については、人事評価
結果のみによるものではなく、研修の修了や出勤状況などの
客観的な状況も併せて勘案し決定する。

○評価結果を翌年度の勤勉手当（6月・12月）に反映させる。 ○ ○ ○ ○

63 岡山市 ○ ○評価結果を昇給決定の参考としている。 ○評価結果を勤勉手当の成績率決定の参考としている。

64 広島市 ○
〇校長のみ、能力評価及び業績評価の結果に基づき、市教
育委員会が査定昇給の上位区分者を決定する。

〇校長のみ、業績評価の結果に基づき、市教育委員会が査
定勤勉の上位区分者を決定する。

○ ○ ○ ○ ○

65 北九州市 ○ ○前年度の評価結果を翌年度の昇給に反映 ○前年度の評価結果を６月・１２月の勤勉手当に反映 ○ ○ ○

66 福岡市 ○評価結果を昇給区分に反映 ○前年度の評価結果を翌年度６月・１２月の勤勉手当に反映 ○

67 熊本市 ○ ○ ○ 〇

41県市 63県市 64県市 25県市 21県市 29県市 50県市 28県市

40県市 62県市 63県市 25県市 21県市 29県市 50県市 -

40県市 62県市 62県市 25県市 21県市 29県市 47県市 -
（参考）

令和5年10月1日現在
合計（県市数）

合計（県市数）

（参考）
令和６年10月1日現在

合計（県市数）
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1 北海道

2 青森県 ○ ○

3 岩手県 ○ ○

4 宮城県 ○

5 秋田県 ○ ○

6 山形県 ○ ○

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県 ○

10 群馬県 〇 ○

11 埼玉県 ○

12 千葉県 ○ ○

13 東京都

14 神奈川県 ○

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

18 福井県 ○ ○

19 山梨県 ○ ○

20 長野県 ○ ○

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県 ○ ○

24 三重県 ○ ○ ○ ○

25 滋賀県 ○ ○

26 京都府 ○ ○

27 大阪府 ○

28 兵庫県 ○

29 奈良県 ○ ○

30 和歌山県 ○

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県 ○

34 広島県 ○

35 山口県

36 徳島県

37 香川県 ○

38 愛媛県 ○

39 高知県 ○

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県 ○

44 大分県

45 宮崎県 ○

46 鹿児島県 ○

47 沖縄県

48 札幌市 ○ ○

49 仙台市 ○ ○

50 さいたま市 ○ ○

51 千葉市 ○ ○

52 川崎市 ○

53 横浜市 ○

54 相模原市 ○ ○

55 新潟市 ○ ○

56 静岡市 ○

57 浜松市 ○ ○

58 名古屋市 ○ ○

59 京都市 ○

60 大阪市

61 堺市 ○ ○ ○

62 神戸市

63 岡山市 ○

64 広島市

65 北九州市 ○

66 福岡市 ○ ○

67 熊本市 ○ ○ ○

25県市 0県市 0県市 1県市 0県市 1県市 1県市 0県市 2県市 0県市 1県市 0県市 0県市 2県市 0県市 40県市 0県市 0県市 2県市 0県市

25県市 0県市 0県市 1県市 1県市 2県市 1県市 0県市 3県市 0県市 2県市 0県市 0県市 2県市 0県市 38県市 0県市 0県市 4県市 0県市

24県市 0県市 0県市 2県市 1県市 2県市 2県市 0県市 3県市 0県市 3県市 1県市 0県市 2県市 0県市 39県市 0県市 0県市 4県市 0県市

合計（県市数）

（参考）
令和6年10月1日現在

合計（県市数）

（参考）
令和5年10月1日現在

合計（県市数）

都道府県
指定都市

１　人事評価の結果の活用

(2)評価結果の活用分野等（活用していない理由）

①昇任 ②昇給・降給 ③勤勉手当 ④免職・降任



４－３．人事評価システムの取組状況（共通する事項）（令和７年１０月１日現在）
Ⅲ　人事評価に共通する事項

1 北海道 ・大規模校における面談時間の確保

2 青森県
　人事評価制度においては、評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基
礎とすることから、公平性・公正性を担保しながら客観性・透明性を高める必要がある
こと。

3 岩手県

4 宮城県
・給与への反映方法
・大規模校における面接時間の確保
・評価の客観性・公平性の確保

5 秋田県
・給与への反映方法
・大規模校における面接時間の確保
・評価の客観性・公平性の確保

6 山形県 　給与係に提出する評価一覧表について、一部省略できるよう手続きを改めた。
・面談の時間の確保
・客観的で妥当な評価方法

7 福島県
・大規模校における面談時間の確保
・適正な評価の在り方

8 茨城県
・自己目標の設定レベルの適正化
・評価の客観性の確保

9 栃木県
  評価シートはエクセルファイルとし、入力作業が可能な限り省力化できるよう工夫したも
のを使用している。

・面談時間の確保
・評価の客観性と公平性の担保

10 群馬県 エクセルファイルの評価シートにより、入力作業を可能な限り省力化している。
・地方公務員法の改正を踏まえた、評価結果の活用の在り方
・より適切な評価を行うための評価者研修の在り方

11 埼玉県

教育局と県立学校をつなぐネットワーク上に評価事務のシステムを構築し令和５年度か
ら実施。休暇情報等と連携させた実施対象者の判定や、被評価者による自己評価シー
トの作成や提出、評価者による最終評価シートの作成やフィードバック、県教委への人
事評価報告書等の提出を効率的に行えるようにした。（県立）
業者に委託しマクロを含むエクセルファイルを開発。市教委等による評価情報のとりまと
め事務を軽減。（市町村立）

　職員数の多い特別支援学校等において、取組の過程で発揮される能力や意欲を
的確に把握し、評価の信頼性や納得性を高めること。

12 千葉県
Excelファイルで行っていた各職員の入力や評価結果の集計に係る作業までを一元化し
た人事評価システムを導入（年度内に稼働予定）

県立学校については年度内に稼働予定だが、各市町村立学校については、導入の
可否が分かれている状況である。

13 東京都

14 神奈川県 　教職員の力量向上・人材育成というねらいに対する人事評価制度の検証のあり方

15 新潟県

16 富山県

17 石川県 評価の客観性を高めること。

18 福井県

○評価シートはエクセルファイルとし、入力作業を可能な限り省力化。
○管理職による評価シートへの押印の省略とコメント入力の簡略化。
○人事評価システム（マクロを含んだエクセルファイル）を導入し、管理職による評価のと
りまとめ事務を軽減。

・各校における面談時間の確保
・評価者研修の充実
・適正な自己目標の設定

19 山梨県
　教職員評価の手引き及やＱ＆Ａを作成し、ホームページ等で公開し、併せて研修会を
実施している。なお、面談や評価事務の効率化については検討中である。

　目標設定、中間評価、最終評価時などにおいて、人材育成、学校組織の活性化の
観点から、管理職による職員個々との「面談」(年間3～4回程度を想定している）が必
要となる。しかし、大規模な学校の場合、その時間の確保に困難を来す。 評価結果
についての合意形成が、難しい場合が考えられる。

20 長野県

　県で設置した「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」の提言を受け、評価の一
層の簡素化・簡略化等について検討している。（小中学校）
　教職員評価制度のテキストを作成し、実施の手順や評価基準、評価シート等の記入
例を示している。また、会議で説明の機会を設け、効率的に評価を進めることができるよ
うにしている。（高校）

・県で設置した「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」の提言を受け、匿名性
を担保した授業評価と学校評価の試行実施を行い、実施に向けて効果的な運用方
法を検討しながら、授業評価・学校評価と教職員評価の関連について検討していく。
また、能力評価における倫理項目の位置付け等について検討しているところである。
（小中学校）
・面接時間の確保、適切な評価を行うための評価者研修の充実（高校）

21 岐阜県 検討中 　より適切な評価を行うための評価者研修のあり方

22 静岡県
　事務処理時間の短縮にむけ、県立学校において人事評価書類作成・提出の電算化
の推進

・大規模校における評価者の負担軽減
・評価者研修の充実

23 愛知県
　教職員評価制度の手引きを作成し、実施の手順や評価基準、評価シートの記入例を
示し、効率的に評価を進めることができるようにしている。

　平成24年3月に平成20年3月作成の「職員評価制度の手引き」から「教職員評価制
度の手引き」として改訂した。また、教職員評価制度苦情申出制度を創設した。令和
７年現在においても、教職員評価制度検討協議会を定期的に開催し、教職員評価
について検討を重ねているところである。

24 三重県
　教職員と評価者が、相互に理解し合い、目標達成に向けた支援方策等について
話し合うための面談時間を確保することが難しい。

25 滋賀県 人事評価関係書類をメール提出とし、校長や市町教育委員会の効率化を図っている。
・評価結果の給与等への反映の円滑な運用
・評価者の負担軽減方策の検討

26 京都府

27 大阪府
・大規模校における面談時間や授業観察時間の確保
・評価の客観性と公平性の担保

28 兵庫県
・教職員との面談や授業観察を行う時間の確保
・教職員の職務遂行状況の十分な把握とより適正な評価・育成の確保

29 奈良県
　教職員の人事評価制度手引き書を作成し、実施の手順や評価シートの記入例等を示
し、効率的に評価を進めることができるようにしている。

教職員との面談時間の確保

30 和歌山県
・大規模校における面談等の時間の確保
・評価者の評価能力の一層の向上

都道府県
指定都市

(１)評価事務の効率化 (２)評価実施上の課題



４－３．人事評価システムの取組状況（共通する事項）（令和７年１０月１日現在）
Ⅲ　人事評価に共通する事項

都道府県
指定都市

(１)評価事務の効率化 (２)評価実施上の課題

31 鳥取県

　副校長配置校においては、第一次評価者を副校長又は教頭、総括評価者を校長又
は副校長とし、評価を分担可能としている（副校長が総括評価者の場合、校長は調整者
となる。）。
 　評価シートはエクセルファイルとし、入力作業が可能な限り省力化できるよう工夫した
ものを使用している。

評価結果をより密接に昇給区分決定プロセスに反映させることを検討中。

32 島根県 　評価シートの共通電子ファイル化や面接の見直し等により効率化を図っている。 評価にバラツキが生じないよう適正な評価の実施

33 岡山県 　電算システムを各学校に導入している。
・授業観察や面談など、評価者が情報収集するための時間を確保していくための工
夫が必要である。
・評価者の評価能力の一層の向上が必要である。

34 広島県 ・面談時間の確保

35 山口県
　年３回の面談（面談Ⅰ～面談Ⅲ）については、複数の指導助言者が行うことを原則とし
て実施しているが、面談Ⅱについては、学校の実情に応じて指導助言者を１人とするこ
とができるようにしている。

・面談時間の確保
・評価者研修の充実

36 徳島県

・大規模校における評価者の負担軽減
・評価者研修の充実
・下位の評価を付与した者の指導・処遇
・透明性、公平性、客観性、納得性の確保

37 香川県
エクセルファイルの評価シートにより、入力作業及び提出方法を可能な限り省力化。
今後も見直しや改善を進める。

　評価の根拠となる客観的、具体的な事実を記録する「観察・指導記録」の重要性が
一層高まっているが、管理職が多忙なため、正確な記録を克明にとる時間の確保が
困難である。また、教職員数が多い学校の管理職は、それがより顕著である。

38 愛媛県

39 高知県
・大規模校における実施時間の確保
・被評価者の納得性を高めるため、人事評価書の被評価者への開示の促進

40 福岡県
　評価結果の給与反映に伴い、更なる評価の公正性、透明性、客観性等を確保する
ため、評価者の評価能力の向上及び標準化を図る必要がある。

41 佐賀県
・自己目標申告書などをシステム化し、デジタルデータで処理することで効率化を図っ
ている。

・教職員が多い学校長の面談時間、授業観察時間の確保

42 長崎県

　各学校で作成した評価シートを人事管理システムに取り込み、評価事務の効率化を
図っている。
　評価シートにおける評価者の所見を二次評価者が、「標準」以外の評価結果について
記載するだけにしている。

・評価者の評価力向上
・大規模校の校長、所管の学校数が多い市町教育委員会の担当者の面談時間の確
保

43 熊本県
・上位区分適用者決定のための評価の相対化
・評価者の評価精度の向上
・大規模校における実施時間の確保

44 大分県
　人事管理システムを利用することで校長がＰＣ画面からＷＥＢ入力ができるようになっ
ており、事務処理時間が短縮できている。

　いかにして評価者によって評価の差がでないようにするか。

45 宮崎県
・大規模校における面談の時間の確保
・評価者研修の充実

46 鹿児島県
・処遇への反映
・大規模校における評価者の負担軽減
・評価者研修の充実

47 沖縄県
　平成30年度から、人事管理システムに評価システムを組み込み、各学校専属端末より
直接、評価入力ができるようになった。それにより、事務処理時間が短縮できている。(県
立学校)

・評価者の資質向上と評価者・被評価者研修の充実
・評価者の負担軽減

48 札幌市

49 仙台市
エクセルファイルの評価シートを活用しデータによる提出とするなど、できる限り効率化
を図っている。

・面談時間の確保（評価者の負担軽減）
・評価制度への適正な理解（評価者、被評価者ともに）

50 さいたま市
・客観的な評価を行うための、評価者の評価能力の一層の向上
・学校評価との連動性の確立

51 千葉市

・被考課者への人事考課システムの周知
・評価の正確性の向上
・評価者と被評価者の面談の設定（時間の確保）
・評価者（教頭）の多忙化の解消
・被評価者の適切な目標設定

52 川崎市
R5年度より教職員人事評価システムを稼働し、PC端末により各自入力、提出、承認、確
認等ができる。

・面談時間の確保
・評価の納得性や客観性の向上
・評価者の評価能力の一層の向上
・評価者の負担軽減

53 横浜市 　独自開発のWebシステムを使って、評価の管理、入力、提出ができる。
　評価者によって、評価が大きく変わる事の無いように、研修等を通じて評価システ
ムの理解度を合わせる必要がある。

54 相模原市
　評価シートはエクセルファイルとし、入力作業が可能な限り省力化できるよう工夫したも
のを使用している。

・大規模校における面談時間の確保。
・評価者の負担軽減。

55 新潟市
　エクセルファイルの評価シートにより、入力作業を可能な限り省力化するようにしてい
る。今後も評価シートの見直しや改善を進める。
　面談期間を明確に示し、計画的な制度の運用を図る。

・大規模校における面接時間の確保
・評価の客観性・公平性の確保
・評価者の多忙化解消

56 静岡市

・適正な評価を行うための評価者の評価能力の一層の向上
・人事評価制度のねらいである「教職員の資質向上および学校組織の活性化」に対
する、効果検証
・人事評価の給与への反映等における制度の充実

57 浜松市
・顕在化した行動事実を積み上げて、評価の妥当性の確保や評価の納得性の確保
をすること。
・人事評価の給与への反映方法。



４－３．人事評価システムの取組状況（共通する事項）（令和７年１０月１日現在）
Ⅲ　人事評価に共通する事項

都道府県
指定都市

(１)評価事務の効率化 (２)評価実施上の課題

58 名古屋市

59 京都市

・被評価者の意欲につながる成績評価・フィードバックができるよう、評価者の評価能
力をより一層改善する必要がある。
・面談時間の確保。
・評価の納得性や客観性の向上。
・評価者の負担軽減。

60 大阪市

61 堺市
・面談時間の確保
・評価者の負担軽減
・評価制度への適正な理解

62 神戸市
平成30年度より、人事評価システムの運用を開始しており、職員基本情報をあらかじめ
システムに反映させ、入力の手間を省いている。

・面談時間の確保。
・評価の納得性や客観性の向上。
・評価者の評価能力の一層の向上。
・評価者の負担軽減。

63 岡山市
令和７年度より内部管理システム上で人事評価を行い、ペーパーレス化と省力化を図っ
ている。

・授業観察や面談など、評価者が情報収集するための時間を確保していくための工
夫が必要である。
・評価者の評価能力の一層の向上が必要である。

64 広島市 評価者研修の充実などによる評価能力の向上

65 北九州市
　パソコンのネットワーク環境を利用し、評価をシステム入力し、ペーパーレスに取り組ん
でいる。

・より適正な評価の実施

66 福岡市
評価システムを全学校に導入しており、評価の入力、データの送受信を電算化してい
る。

評価者研修の充実などによる評価能力の向上

67 熊本市

31県市 57県市

26県市 52県市

25県市 51県市
（参考）

令和5年10月1日現在
合計（県市数）

（注）「教職員評価と学校評価を連動させている」とは、一方の評価結果を他方に用いるだけでなく、例えば学校の教育目標の下、学校評価が行われ、また各教職員評価の目標設定が行われるなど目
標が共通している場合を含む。

合計（県市数）

（参考）
令和６年10月1日現在

合計（県市数）




